
 

 

適 時 開 示 体 制 概 要 図 

 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役社長 

管理部門責任者（適時開示の要否決定） 

総務部（適時開示の要否検討・適時開示文書作成） 

子会社等関係会社を含む関連部門（取締役・管理職等），（監査役） 

（臨時）取締役会 
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